
 

【地域密着型特別養護老人ホーム整備のスケジュール（概要）】 

 

日 付 内 容 

令和 4 年７月２５日（月） 事業者募集に関する事前説明会 

令和４年 7 月２６日（火）

～ 8 月５日（金） 

説明会資料の質問受付期間（FAX 及び電子メールにて受付） 

※ 送信確認の電話をしてください。 

令和４年８月１５日（月）

頃 

質問に対する回答（Ｑ＆Ａ）並びに募集要項及び応募書類様式を市ホ

ームページに掲載 

令和４年８月２２日（月）

～８月２６日（金） 

事前協議書類の提出期間 

※ 早めの提出をお願いします。 

【社会福祉法人新規設立の場合】 

社会福祉法人設立に係る事前協議書及び資料は長寿支援課へ提出 

令和４年８月２９日（月）

～９月１２日（月） 

事前協議期間 

※ 事前協議を完了しなければ、応募書類提出は不可。 

※ 協議日程は事前に電話で調整のうえ、来庁してください。 

令和４年９月１４日（水）

～９月３０日（金） 

応募書類の提出期間 

【社会福祉法人新規設立の場合】 

新規法人設立認可申請に係る書類は長寿支援課へ提出 

令和４年９月～１０月 応募書類の審査 

令和４年１０月下旬～ 

    １１月下旬 

・整備事業者候補者選定委員会による面接 

・久留米市社会福祉法人・社会福祉施設等整備審査会による審査 

・久留米市社会福祉審議会による審議→→整備事業者決定 

【社会福祉法人新規設立の場合】 

社会福祉法人の設立認可（登記後、必要書類提出） 

・市から全応募者に選定結果を通知 

・選定結果を市ホームページで公表 

・定款変更（既存の場合） 

令和４年１１月下旬 決定事業者向け説明会 

令和４年 12 時月上旬～ ・実施設計（選定時の指摘事項の反映） 

・寄付や贈与の実行（新設の場合） 

・補助金交付申請・決定 

・建築確認申請、建設工事業者の競争入札 

・建築工事着工 

令和５年 7 月末 老人福祉法の施設設置認可申請、介護保険法の指定申請  

令和５年９月 竣工及び現地確認 

令和 5 月年 10 月 1 日 施設設置認可、事業所指定 
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